
����������� � ��

Living  Information
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ご存知ですか？ 
～介護している人が集まっています～ 

「毎日の介護で余
裕がなくて、限界を
感じています」 

「オムツを使ってい
るんだけど、漏れち
ゃうのよね…」 
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生活情報 

専業主婦（夫）の年金が改正されました 
　平成２５年７月１日から専業主婦（※）の年
金が改正され、サラリーマンの夫が退職した
際などに年金の切り替えの手続きが遅れたため、
保険料が未納となっている主婦が手続きをす
ることにより、年金を受け取れるようになる
場合があります。 
　夫が会社を退職した場合や妻自身の年収が
増えたときなどは、手続き（第３号被保険者
から第１号被保険者への変更届）をして保険
料を納めなくてはなりませんが、この手続き
が２年以上遅れたことがある方は、２年以上
前の保険料を納付することができないため、
保険料の「未納期間」が発生します。 
　このたび、専業主婦の年金が改正され、こ
のような方が手続きをすることにより、「未
納期間」を「受給資格期間」に算入すること

ができるようになりました。 
 
（※）妻がサラリーマン、夫が専業主夫の場合
も同様です。 
 
○主婦年金からの切り替えの手続が２年以上
遅れたことがある方は、今すぐお問い合わ
せを！ 
６５歳以上の方は、お問い合わせが遅れ
ると年金の受け取りも遅れます。 
６５歳未満の方は、障害・遺族年金を受
け取りやすくなります。 

 
○詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤル０５
７０－０１１－０５０またはお近くの年金事務所へ
お問い合わせください。 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6313 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市 
医師会 
リレーコラム 
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